
第２回愛知県新型コロナウイルス感染症対策本部医療専門部会次第 

 

日時：2020年４月15日（水） 

午後２時～午後３時 

場所：愛知県庁本庁舎 ６階 正庁 

 

 

１ 挨拶 

 

 

 

２ 議題 

（１）新型コロナウイルス感染症の医療体制について 

 

 

 

（２）その他 
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○今後、感染者の増加に伴い、重症者を優先する医療体制へ移行を進める。
○この際の入院措置以外の宿泊療養・自宅療養で対応する者についての考え方を整理する。

【宿泊療養等の対象者】
○PCR検査陽性で、感染防止にかかる留意点が遵守できる者のうち、

原則①から④までに該当せず、帰国者接触者外来又は入院中の医療機関の医師が症状※や病
床の状況等を踏まえ、入院が必要な状態ではないと判断した者

※発熱、呼吸器症状、呼吸数、 胸部レントゲン、酸素飽和度SpO2等

① 高齢者 ② 基礎疾患がある者 ③ 免疫抑制状態にある者 ④ 妊娠している者

○ 原則として、退院基準（PCR検査で2回連続陰転化を確認）と同様の基準で解除する。ただし、宿泊療養・
自宅療養中の軽症者等にPCR検査を実施する体制を取ることにより、重症者に対する医療提供に支
障が生じる可能性がある場合、宿泊療養・自宅療養開始から14日間経過した場合※に解除する。

※ １４日間は、保健所（又は保健所が委託した者）が健康観察を実施。症状に大きな変化がある等の場合は、医師の
診察を受け、必要であれば入院。

宿泊療養・自宅療養の解除の基準

軽症者等の療養に関する対象者等の基本的考え方について

【入院以外の療養場所】

○ 軽症者等が、高齢者等（※）と同居している場合には、受入れ可能な入院病床数の状況を踏
まえて可能なときは、入院措置を行う。 ※ 上記①から④のいずれかに該当する者

○ その上で、地域における病床が不足する場合は、以下の措置を行う。

 宿泊療養
・都道府県が用意する宿泊施設において、療養する（以下「宿泊療養」という。）

・その際、高齢者等又は医療従事者、福祉・介護職員等と同居している軽症者等について、優先
的に宿泊施設を確保すること。

特に、以下「自宅療養」に記載する空間を分ける対応ができない者については、確実に宿泊施設を利
用することができるように配慮すること。

 自宅療養

・入院病床の状況及び宿泊療養の入居可能状況を踏まえ、軽症者等が外出しないことを前提に、
自宅での安静・療養を行う

※ 高齢者等が同居家族である場合には、必ず、自宅内での生活空間を完全に分ける、一時的に近く
の親戚宅等に移動する等の対応を取ること。

ただし、この際、当該高齢者等は、基本的には濃厚接触者に当たるため、移動に際しての対応、移動
後の健康管理等については、保健所の指示に従う。

○地域での感染拡大の状況によっては、軽症者等には、PCR検査陽性であっても、自宅での安静・療養

を原則としつつ、高齢者や基礎疾患を有する者等への家庭内感染のおそれがある場合には、入院措
置を行うものとしている。

○その際、その時点の感染状況や病床の状況だけではなく、今後の増加の兆候、医療提供体制の整備
状況を踏まえ、将来生じうる入院治療が必要な患者数も見越して判断。

○都道府県は保健所等と連携して宿泊療養にかかる体制や自宅療養の患者へのフォローアップを実施
する体制を整備した上で、対策の移行を行う。他の対策（外来・サーベイランス）との関連も留意。

基本的考え方

対象者の考え方

・都道府県等において、帰国者・接触者外来と調整する窓口の設置。都道府県に宿泊療養を調整す
る窓口を設置。

・宿泊療養について、必要と見込まれる居室を①自治体の保有する研修施設等②地域の公共的な
施設（国の研修施設等）③ホテル等の民間宿泊施設等を借り上げ等を検討

・自宅療養にかかるフォローアップ体制、体調急変時の対応等の体制整備。
※国の研修施設等に関しては、適宜厚生労働省へ相談

準備事項

参考資料（厚生労働省作成）



○重症化リスクが高い者の感染リスクを下げるとともに、軽症者等に適切な療養環境を提供する
ため、都道府県等において一定の宿泊施設等を提供し、軽症者等が療養できる（「宿泊療養」）
ようにする。

○こうした宿泊療養について円滑に運営するため、宿泊療養の運営に関する留意点等を整理。
○現時点での知見を基にしたものであり、今後、変更はあり得る。

流れ

○
退
所

宿泊療養のマニュアル

事
前
準
備

○必要な居室数の見込みに応じ、①自治体の研修施設等、②地域の公共的な施設、③ホ
テル等の民間宿泊施設等を確保。一棟又は一フロア単位で確保。宿泊施設までの搬送
手段を確保。 ※国の施設については厚生労働省へ相談

○事前にゾーニングの下見を実施、職員の感染管理に関する研修を実施。
○リネンや退所後の取扱等についてあらかじめ宿泊施設等と相談。
○施設利用者の費用負担等の考え方の整理。
○食事提供等まで含めた人員体制を確保。

○宿泊療養を行う軽症者等に伝達すべき事項をまとめたリーフレット（説明紙）を作成し、帰
国者・接触者外来等に配布し、説明等を依頼。

生
活
支
援

○居室は原則バス・トイレ付きの個室。トイレの消毒の徹底、入浴時間の調整等が可能な場
合は共用でも可。建物内は、職員と接しないよう、時間帯を分けて歩くことを可。

○食事は、朝・昼・夜原則個室前まで届ける。アレルギー食の対応も必要。無症状者の場合
は、特定の場所に宿泊軽症者等が取りに行く等の対応も可。

○ゴミは部屋の前から職員が回収。食事ゴミや非医療従事者が使用した手袋などは感染性
廃棄物として処理。職員のPPEについては医療用廃棄物として処理。

○洗濯・居室内の掃除は宿泊軽症者等自身が行う。
○リネンは体液で汚れたものを取り扱う際は、適切な感染対策を上、消毒を行う。
○原則、職員は宿泊軽症者等と対面では対応せず、電話対応を基本。

健
康
管
理

○保健師又は看護師が日中は常駐。医師はオンコール対応。ICTツールも活用しつつ、毎日

体温等健康状態の把握（確認項目は自宅療養と同様）。症状悪化時の対応が適切にでき
るよう、搬送手段・受入医療機関の調整をあらかじめ行い、対応。

○服用中の薬がある場合には、あらかじめ医療機関で一定期間分を処方。

費
用

○ 高齢者等の重症化するおそれがあるものの感染リスクを下げるため、入院の代替手段
として行うものであるという趣旨を踏まえて、費用負担を設定。

事務等
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○都道府県等は適切な感染管理対応を行うよう、患者へ呼びかけるとともに、診断を行った医療
機関が説明を行うこと。

〇具体的には、居住環境関係（個室の確保、サージカルマスクの着用、石鹸による手洗い、リネ
ン・食器・歯ブラシの共用禁止等）、同居者の感染管理関係（特定の人が患者のケアを行う、体
液・汚物に触れる際はサージカルマスク、手袋等の実施、接触後に石鹸による手洗い等）、清
掃関係（患者が触れるものへの家庭用除菌スプレーによる一日一回以上の清拭等）がある。

自宅療養中の患者へのフォローアップ及び感染管理対策

基
本
的
考
え
方

○都道府県・保健所設置市・特別区は、電話等を用いて、自宅療養中の患者の健康状態
を把握するとともに、その患者からの相談を受ける体制及び②患者の症状が悪化した際
に速やかに適切な医療機関を受診できる体制（自宅療養中の患者へのフォローアップ
体制）を整備する。

〇都道府県は、保健所設置市・特別区の自宅療養中の患者へのフォローアップ体制の整
備状況を十分に確認して、対策の移行（自宅療養の開始）を判断。

保
健
所
の

業
務
軽
減

〇医学的な知見が必要になることから、地域の医師会や医療機関への委託を検討。

○保健所部門ではなく本庁部門が業務を担う、全庁的に保健所業務応援体制を組み保健
所に人員を投入する、アプリ等ICTツールを積極的に活用する等取り組むこと。

県
と
市
区

間
の
連
携

○保健所設置市及び特別区は、自宅療養中の軽症者等に入院が必要になった時のため
に、都道府県調整本部との連携体制を確保しておくこと。

〇保健所設置市及び特別区は、都道府県と医療需要や宿泊療養実施施設の必要量に影
響を与えうる情報を共有すること。

患
者
本
人
へ
の

情
報
の
伝
達

○自宅療養を行う軽症者等に伝達すべき事項をまとめたリーフレットを作成し、帰国者・接
触者外来等に配布。

〇帰国者・接触者外来等の医療機関が自宅療養を行う患者へ、リーフレットを活用してフォ
ローアップの内容や感染管理対策等を説明。

〇ICTツールも必要に応じて活用。

健
康
状
態
の
定
期
的
な

把
握
・
相
談
体
制

○都道府県・保健所設置市・特別区は、診察を行った医師の指示により定期的に本人から
健康状態を聴取する（地域の医師会等の団体に委託可）。

〇その際、診療を行った医療機関から、患者の状態、診療内容、フォローアップを行うに当
たっての留意事項等について申し送りを受ける。

〇体温、咳、鼻汁、倦怠感、息苦しさ等症状の有無、症状の変化の有無、症状がある場合
は発症時期、程度、変化を確認（１日１回の聴取を目安）。

○定期的な健康状態の把握とは別に、自宅療養中の患者の症状が変化した場合などに備
え、患者からの連絡・相談を受ける体制を確保

医
療
の
提
供

〇自宅療養中の患者に医療の提供が必要になった場合には、柔軟に受入れ可能な医療
機関への受診を調整を行う。

〇その場合に備え、都道府県調整本部等と医療提供及び搬送体制について調整を行って
おくこと（重症者の受入れも想定）。

〇都道府県等は都道府県調整本部等に自宅療養中の患者の情報について共有を行う。

フォローアップ

自宅療養中の感染管理対策



医療機関所在地の保健所（又は調整窓口）において、療養場所の確定

入院

公共交通機関以外で帰宅

搬送（都道府県が手配）

居住地保健所において在宅療養対象者リ
ストを作成・フォローアップ体制の準備

宿泊療養の実施・健康観察）
※症状悪化の際には医療機関へ

所在地の
保健所が入院勧告

帰国者・接触者外来の医師が医療機関所在地の保健所へ患者発生の届出（入院の要不要を合わせて伝達）

都道府県の調整窓口から医療機関
所在地の保健所に連絡（退所）

医療機関所在地の保健所から
居住地保健所に連絡

連絡があった保健所より、必要に応じて都道府県（宿泊療養）や居住地保健所（居住地が
異なる場合）等必要な機関へ事前連絡

患者の居住する地域の保健所へ
自宅療養対象者について連絡（管
轄保健所が異なる場合に限る）

帰国者・接触者外来において、検査を実施する際、 （その時点で入院加療が必要なさそうな場合）
・医療機関所在地の保健所（又は調整窓口）へ連絡→宿泊療養・自宅療養の可否等の確認
・患者にも陽性になった場合に備えた準備を依頼

陽性の場合

自宅療養

保健所設置市・特別区の場合には、都
道府県調整窓口において調整

宿泊療養

居住地保健所（又は委託先）におい
てフォローアップを実施
※症状悪化の際には医療機関へ

自宅療養解除の要件の確認

退所の基準を満たす旨の確認、
都道府県の調整窓口へ連絡

軽症者等の療養等に関する流れ

入院

入院



一部抜粋 

 

 令和２年３月１日  

 

 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症 

対策推進本部 

 

 

地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策 

（サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制）の移行について 

 

 （略） 

 

１． 基本的な考え方 

 

○  新型コロナウイルス感染症の患者の発生状況は、地域により様々である。 

このため、サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制の３点について、 

・ 今後、状況の進展に応じて段階的に講じていくべき対策を示すとともに、 

・ その移行の判断に当たっての考え方、それぞれの対策を適用する地域の範囲等を 

お示しするものである。 

 

〇  各都道府県では、地域の患者の発生状況や医療資源の分布等も踏まえ、本事務連絡

で示す移行に当たっての判断の考え方を考慮し、地域の実情に応じた柔軟な対策を講

じていくこととする。 

 

○  なお、２．以降に示す対策は、新型コロナウイルス感染症の患者の増加に伴う一方

向的なものではなく、例えば、地域で患者が確認された早期の段階で、患者クラス

ターに対する感染拡大防止策が奏功して、いったん地域の感染者の発生が抑制された

場合など、移行した対策を元の段階に戻すこともあり得る点、留意が必要である。 

 

２． サーベイランス／感染拡大防止策 

 （略） 

 

３． 医療提供体制（外来診療体制） 

 （略） 

 

４． 医療提供体制（入院医療提供体制） 

 （略） 

 

（２）状況の進展に応じて講じていくべき施策 

 



＜入院医療体制＞ 

 

〇  地域での感染拡大により、入院を要する患者が増大し、重症者や重症化するおそ

れが高い者に対する入院医療の提供に支障をきたすと判断される場合、次のような

体制整備を図る。 

 

 （略） 

 

②  高齢者や基礎疾患を有する方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方、妊産婦

以外の者で、症状がない又は医学的に症状が軽い方には、PCR等検査陽性であって

も、自宅での安静・療養を原則とする。このとき、自宅療養中に状態が変化した場

合には、必ず帰国者・接触者相談センターやかかりつけ医に連絡するよう患者に伝

えるなど、重症化に備えた連絡体制を徹底する。 

なお、自宅療養中の家族内感染を防止する趣旨から、家庭での感染対策について

周知する（参考参照）とともに、家族構成（高齢者や基礎疾患を有する者等と同居

しているか）等を確認した上で、高齢者や基礎疾患を有する者等への家族内感染の

おそれがある場合には、入院措置を行うものとする。 

 

 （略） 

 

５．新型コロナウイルス感染症対策を協議する協議会の設置 

 

２．から４．までに記載の「状況の進展に応じて講じていくべき施策」等の新型コ

ロナウイルス感染症対策について協議するため、都道府県を単位として、市区町村、

都道府県医師会、都道府県薬剤師会、都道府県看護協会、その地域の中核的医療機関

や感染症指定医療機関を含む医療機関、薬局、消防等の関係者や専門家からなる協議

会の設置を、各都道府県の実情に応じて検討していただきたい。なお、設置に当たっ

ては、既存の会議体を活用していただいても差し支えない。 

 

６．各対策の移行に当たっての地域の範囲 

 

○  ２．から４．までの各対策を講ずるにあたり、地域の実情に応じて現行の対策を

移行させる必要がある場合には、都道府県知事が、５．で設置した協議会の場など

を活用して関係者の意見を聴取しつつ、判断するものとする。一方で、 

・３．（２）②の体制に移行する場合 

・４．（２）②の体制に移行する場合 

については、厚生労働省とも相談するものとする。 

 

○  各対策の移行の単位は、医療圏単位、市町村単位のいずれでも、差し支えない。

都道府県知事が、市町村長や関係団体と相談しつつ、個別に各対策の移行を決定す

るものとする。 



一部抜粋 

 

 令和２年３月１９日  

 

 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症 

対策推進本部 

 

 

新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに備えた 

入院医療提供体制等の整備について 

 

 

I. 医療提供体制等を整備する際の基本的な事項について 

 

〇 新型コロナウイルスの患者数が大幅に増えた際には、新型コロナウイル

ス感染症患者への対応のみならず、他の疾患等の患者への対応も勘案して

地域全体の医療提供体制の整備について検討する必要がある。そのため、

新型コロナウイルス感染症患者に限らず、地域で医療を必要とする方へ適

切な医療を提供するため、その地域の医療提供体制全体について、関係者

と協議しながら検討・整備を進めること。 

 

〇 新型コロナウイルス感染症に対応した医療提供体制については、病床の

確保や患者の受入れ調整など、都道府県での対応を基本とする。そのた

め、都道府県は、保健所設置市及び特別区では感染者の把握を保健所設置

市及び特別区を中心に行っていることから市区町村（特に保健所設置市や

特別区）や、都道府県内で対応しきれない大規模発生を想定して隣県と、

適宜協議を行いつつ対応を行うこと。また、保健所設置市及び特別区は新

型コロナウイルス感染者の発生や重症度、クラスターの発生などの情報に

ついて、都道府県や、都道府県を通じて隣県へ早急に情報提供を行うこ

と。更に、都道府県は、必要に応じて厚生労働省に相談や情報提供を行う

こと。 

 

〇 今回の医療提供体制整備については、新型コロナウイルス感染症に対す

る医療体制だけでなく、その他の疾患に対する医療体制も含めた医療提供

体制を検討・整備する必要があることから、感染症担当部局のみならず、

医療提供体制整備を担当している部局と合同で対応すること。 

 

（略） 



 

II.都道府県調整本部等の設置について 

 

 （略） 

 

III. シナリオに基づくピーク時の医療提供体制の整備について 

 

 （略） 

 

1. 入院患者の受入れ医療機関の確保等について 

 

 （略） 

 

〇 「新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策の移行につ

いて」（令和２年３月１日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策

推進本部事務連絡）において、「地域での感染拡大により、入院を要する

患者が増大し、重症者や重症化するおそれが高い者に対する入院医療の提

供に支障をきたすと判断される場合」には、無症状者及び軽症者の自宅で

の安静・療養を原則とすることとしているものの、仮に感染した場合に重

症化しやすい方等と同居している場合や部屋を分けるなど家庭内での感染

防止策を十分にとることができない場合には、活用可能な宿泊施設等を利

用することも検討すること。そうした場合の療養マニュアル（仮称）につ

いては、追って示す予定である。 

 

 （略） 

 

IV.医療従事者の確保 

 

 （略） 

 

V. 搬送について 

 

 （略） 

 

VI.医療物資関係について 

 （略） 



新型コロナウイルス感染症により入院までの間自宅で待機される方へ
家庭内でご注意いただきたいこと

～外出を避け、自宅で過ごしてください。～

新型コロナウイルス感染症の特徴として、感染しても約80％の人は軽症で済みます。
一方、症状がなくても感染を拡大させるリスクがあることから、自宅で療養する場合にも
ご家族や回りの方への感染予防のため、次のことに注意してください。

◆毎日夕朝2回体温測定をしましょう。体調や症状が悪くなったときには速やかに担当
の保健所に伝えてください。

健康状態を毎日確認しましょう

◆ご家族など同居されている方とは部屋を分けて過ごし、食事や寝るときも別の部屋に
してください。
◆部屋を分けることが難しい場合には、２ｍ以上の距離を保つことや仕切り・カーテン
等で、飛沫による感染を少しでも減らすことができます。

部屋を分けて過ごしましょう

◆こまめに石けんで手を洗うもしくは、アルコール消毒をしてください。洗っていない手で目
や鼻、口などを触らないようにしてください。
◆使用するタオルは、専用のものとし、ご家族等とは共用しないでください。

こまめに手洗いをしてください

◆マスクは常に着用しましょう。マスクがない場合に咳やくしゃみをするときは、口と鼻を
ティッシュなどでおおいましょう。その後は、流水と石けんで手を洗うかアルコール消毒液で
手指の消毒をしてください。
◆マスクの表面には触れないようにし、マスクを外す際には、ゴムやひもをつまんで外しま
しょう。

マスクを着用しましょう



◆療養している部屋は、定期的に換気してください。

部屋の換気をしてください

◆体液で汚れた衣服、リネンを取扱う際は、手袋とマスクをつけ、一般的な家庭用洗剤
で洗濯し完全に乾かしてください。

汚れた衣服、リネンを洗濯してください

◆使用したマスクやティッシュは療養している部屋のゴミ袋に入れ、それらに触れないよう、
口をしっかり縛って捨ててください。

ゴミは密封して捨ててください

◆共用部分（ドアの取っ手、ノブなど）は、薄めた市販の家庭用塩素系漂白剤で拭
いた後、水拭きしましょう。
◆トイレや洗面所は、通常の家庭用洗剤ですすぎ、家庭用消毒剤でこまめに消毒しま
しょう。
◆洗浄前のものを共用しないようにしてください。

手で触れる共用部分を消毒してください

参考：自宅での消毒方法について

◆よく触れる場所を清潔に保つことが重要です。手など皮膚の消毒を行う場合に
は、消毒用エタノールを、物の表面の消毒には次亜塩素酸ナトリウムも有効です。
消毒剤 場所 対象 方法
0.05%次亜塩素酸ナトリウム
消毒用エタノール

居間
食事部屋

ドアノブ、窓の取っ手、照
明スイッチ、椅子、電話機、
キーボード等

ペーパータオル等に十分に薬
液を含ませて拭き、自然乾燥
させる。
濡れている場合には、水分を
拭き取った後、ペーパータオル
等に十分に薬液を含ませて拭
く。

浴室
洗面所

水道の蛇口、ドアノブ、窓
の取っ手、照明スイッチ等

トイレ 流水レバー、便器のフタ等

※次亜塩素酸ナトリウム（原液濃度６％を使用する場合）
5ml（ペットボトルキャップ1杯分）を水道水で500mlに薄めて使用する。



〇検査陽性者の状況 ２０２０年４月１４日２１時現在

（注）検査実施人数には県内において疑い例または患者の濃厚接触者として検査を

   行ったものについて掲載

検査実施 陽性者数 軽症・ 施設

人数 入院中 中等症 重症 入所 退院 転院 死亡

4,608人 343人 189人 184人 5人 22人 106人 2人 24人

※1 ※2

Ａクラスターの陽性者の状況

陽性者数 軽症・ 施設

入院中 中等症 重症 入所 退院 転院

37人 4人 3人 1人 0人 33人 0人

Bクラスターの陽性者の状況

陽性者数 軽症・ 施設

入院中 中等症 重症 入所 退院 転院

56人 12人 12人 0人 0人 44人 0人

Cクラスターの陽性者の状況

陽性者数 軽症・ 施設

入院中 中等症 重症 入所 退院 転院

25人 16人 16人 0人 9人 0人 0人

県外由来の陽性者の状況

陽性者数 軽症・ 施設

入院中 中等症 重症 入所 退院 転院

35人 21人 20人 1人 5人 7人 2人

海外由来の陽性者の状況

陽性者数 軽症・ 施設

入院中 中等症 重症 入所 退院 転院

20人 13人 13人 0人 1人 6人 0人

その他の陽性者の状況

陽性者数 軽症・ 施設

入院中 中等症 重症 入所 退院 転院

146人 123人 120人 3人 7人 16人 0人

※1 検査実施人数については、４月13日現在。

※2 陽性者数については、中国人渡航者を除く。また、再感染については、含めない。



2020年４月13日現在

検査日 検査件数（件） 陽性者数（人）

１月30日（木）
　～３月１日（日）

６３９ ３０

３月２日（月）
～３月８日（日）

６８９ ４８

３月９日（月）
～３月15日（日）

８１２ ４１

３月16日（月）
～３月22日（日）

１，１２１ ２２

３月23日（月）
～３月29日（日）

１，００３ ２３

３月30日（月） ９８ ３

３月31日（火） ２３９ ８

４月１日（水） １２６ ５

４月２日（木） ２１５ ７

４月３日（金） １９９ １２

４月４日（土） ２０９ １９

４月５日（日） ６８ ７

４月６日（月） １２３ １１

４月７日（火） ２６６ ２１

４月８日（水） ２７０ ２０

４月９日（木） ２８６ ２１

４月10日（金） １９４ １４

４月11日（土） ２２１ １０

４月12日（日） ９２ ５

４月13日（月） ８４ ６

計 ６，９５４ ３３３

＊愛知県分（愛知県衛生研究所等）及び保健所設置市分（名古屋市衛生研究所等）の合計

＊民間施設等の検査件数及び陽性者数を含んでいます（発表時点での把握数）。

＊４月12日現在からの変更は下線部分です。

＊【参考】疑い例または患者の濃厚接触者として検査実施した人数は計4,608人。

愛知県内における新型コロナウイルス
遺伝子検査件数



 
新型コロナウイルス感染症 愛知県緊急事態宣言 

 
 

 

 

 

 

 

 新型コロナウイルス感染症については、全国で確認された患者数が大

幅に増加し、本県においても４月上旬から患者数が急速に増加するとと

もに、感染経路不明者も多く確認されるなど、予断を許さない状況が続

いている。 

本県では、これまで、医療・検査体制の充実、経済・雇用・生活面の

支援などに全力を挙げて取り組んできたところであるが、政府において

は全国的に急速なまん延の恐れがあることから、４月７日に新型コロナ

ウイルス感染症に関する緊急事態を宣言した。 

こうした状況を踏まえ、愛知県は、県民の皆様の生命と健康を守るこ

とを最優先に、ありとあらゆる対策を講じることとし、この難局をオー

ル愛知で乗り超えるため、県民の皆様、医療関係者、市町村、団体、企

業など、全ての皆様のご理解とご協力をいただく中で、新型コロナウイ

ルス感染症に関する緊急事態を宣言する。 

 

（県民・事業者の皆様へ） 

１ 生活の維持に必要な場合を除き、不要不急の外出、移動の自粛を強

く要請する。 

２ やむを得ず外出する場合でも、「密閉」「密集」「密接」を避ける行

動を徹底することを強く要請する。 

３ 県民の日常生活の維持に必要な事業活動については、感染防止対策

に留意の上、継続を要請する。 

（緊急事態措置を円滑に行うための主な県の取組） 

１ 医療提供体制の強化、検査体制の充実、相談体制の整備や情報提供

など、県民の皆様の生命と健康を守る取組を進める。 

  感染症対策に取り組む医療従事者が差別等をされることがないよ

う風評被害の防止を図る。 

２ 「愛知県新型コロナウイルス感染症緊急対策」や国の緊急経済対策

に基づき、県民・事業者等に対してきめ細かな支援を図る。 

３ 日本一の集積を誇る本県のモノづくり産業を支える中小企業の皆

様を始め、農林水産業・建設業・観光業・飲食業など幅広い産業に関

わる方々へ資金繰りへの支援や需要拡大等への取組を行う。 

新型コロナウイルス感染症に関する全国及び愛知県の感染

状況等にかんがみ、その拡大を防止するため、愛知県緊急事

態宣言を発出する。 

2020 年４月 10 日 

愛知県新型コロナウイルス感染症対策本部会議 決定 



 

 
 

 

新型コロナウイルス感染症 愛知県緊急事態宣言を発し、以下により「緊急事態措置」を実施する。 
 

■１．措置を実施する期間 

 2020 年4 月10 日（金）から、5 月6 日（水）まで 
 

■２．措置の対象とする区域 

 愛知県全域 
 

■３．実施する措置の内容 
 

（1） 県民の外出の自粛 

 生活の維持に必要な場合を除き、外出の自粛を強く要請する。 

 また、やむを得ず外出する場合でも、「密閉」「密集」「密接」を避ける行動を徹底することや、テレワークや時

差出勤などに努めることを呼びかける。 

 特に、繁華街の接客を伴う飲食店等への外出自粛について、強く要請する。 
 

（2） 多数の方が利用する施設の利用の制限等 

 県民の外出抑制を最優先に取り組むこととし、県民の日常生活の維持に必要な事業活動については、感染

防止対策に留意の上、継続を要請する。 

 継続を依頼する業種等の類型は、医療体制の維持、支援が必要な方々の保護の継続、安定的な生活の確

保、社会の安定の維持の観点から、別紙のとおりとする。 
 

 なお、県立学校については 5 月 6 日(水)までを臨時休業とし、市町村立及び私立の学校についても休業を

要請する。 

 その他の施設については、外出自粛の効果を確認しながら、クラスターの発生状況等を見極めて施設の利

用制限を要請する。 
 

（3） 緊急物資の運送 

 必要に応じ、緊急事態措置の実施に必要な物資、医薬品、医療機器などの輸送を、指定公共機関である輸

送事業者に要請する。 
 

（4） 物資の売り渡しの要請 

 必要に応じ、緊急事態措置の実施に必要な食料、医薬品などの物資について、所有者に対して売り渡しを

要請する。 
 

（5） 生活関連物資等の価格の安定等 

 必要に応じ、国や市町村と連携し、県民の生活に関わる物資・役務の価格の高騰や、供給不足が生じないよ

う関係事業者団体等に対して要請する。 
 

■４．緊急事態措置を円滑に行うための取組み 
 

（1） 県民・事業者への周知 

 緊急事態措置の実施にあたり、知事から、県民・事業者に強くアピールし、理解と協力を求める。 

 ホームページ、SNS などあらゆる媒体を活用し、県が行う緊急事態措置の周知に努める。 

 施設の利用制限の措置を行う場合は、関係団体等を通じて、周知する。 

 

 
 

（2） 緊急事態措置に伴う影響への対応 

 緊急事態措置により影響を受ける県民・事業者等に対して、「愛知県新型コロナウイルス感染症緊急対策」や

国の緊急経済対策に基づく施策などにより、きめ細かな支援に努める。 

 中小・小規模企業総合相談窓口等により、売り上げ不振を始めとする県民や事業者からの社会経済面の相

談に対応する。 
 

（3） 医療面での対策 

 患者受け入れ等の医療提供体制の強化、検査体制の充実、相談体制の整備や情報提供など、県民の皆様

の生命と健康を守る取り組みを引き続き進める。 
 

（4） 県民生活への対策 

 県民皆様の目線で、休業・失業等による収入減少世帯への支援や、学校の臨時休業等の対応支援に取り組

む。 
 

（5） 経済対策 

 日本一の集積を誇る本県のモノづくり産業を支える中小企業の皆様を始め、農業・建設業・観光業など、幅

広い産業に関わる方々が直面する苦境を乗り越えられるよう、資金繰りへの支援や需要拡大等の取組を行う。 
 

（6） 市町村との連携 

 本緊急事態措置を市町村に周知し、県民の外出の自粛の要請など、緊急事態措置の実施に協力を求める。 
 

（7） 海外からの帰国者への対応 

 帰国後に咳や発熱等の症状が出た場合は、帰国者・接触者相談センターに相談するよう周知する。 
 

（8） 県の実施体制 

 県が主催するイベントの開催や県民利用施設の再開等については、適時適切に判断する。 

 緊急性のない業務の休止や延期、縮小などを徹底し、全庁を挙げて、緊急事態措置を含めた新型コロナウ

イルス対策を推進する。 
 

■５．県民の皆様、事業者の皆様へのお願い 
 

（1） 外出自粛のお願い 

 県民の皆様に対して、医療機関への通院、食料・医療品・生活必需品の買い出し、職場への出勤、屋外への

運動や散歩など生活の維持のために必要な場合を除き、不要不急の外出の自粛を要請いたします。いわゆ

る「3 つの密」がそろう場への外出や集まりへの参加について自粛を要請いたします。 

 特に、繁華街の接客を伴う飲食店等への外出自粛について、強く要請いたします。 
 

（2） イベント開催についてのお願い 

 事業者の皆様に対して、多数の者が参加するイベントの開催を控えるよう御協力をお願いいたします。 
 

（3） 生活必需品の物資確保についてのお願い 

 生活必需品などの物資の確保について、事業者の皆様には県民が安心して購入できる環境を整えていた

だくとともに、県民の皆様には冷静な対応をお願いします。 
 

(4) 医療従事者への風評被害についてのお願い 

 医療崩壊を起こさないためにも、感染症対策に取り組む医療従事者が差別等をされることがないよう、ご理

解とご協力をお願いします。 
 

なお、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発せられ、本県が緊急事態措置を 

実施すべき区域とされた場合には、これらの措置を同法に基づく緊急事態措置として、強力に推進する。 

 

新型コロナウイルス感染症 愛知県緊急事態措置  【 2020 年 4 月 13 日下線部追加 】 



 

事 業 の 継 続 が 求 め ら れ る 事 業 者 

 項    目 内                 容 

１ 医療体制の維持 

・ 新型コロナウイルス感染症の治療はもちろん、その他の重要疾患への対応もあるため、すべての医療関係者の事業継続を要請する。 

・ 医療関係者には、病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸入・製造・販売、献血を実施する採血業、入院者への食事提供など、患者の治療に必要なすべての

物資・サービスに関わる製造業、サービス業を含む。 

２ 支援が必要な方々の保護の継続 

・ 高齢者、障害者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関するすべての関係者（生活支援関係事業者）の事業継続を要請する。 

・ 生活支援関係事業者には、高齢者施設、障害者施設等の運営関係者のほか、施設利用者への食事提供など、高齢者、障害者などが生活する上で必要な物資・サ

ービスに関わるすべての製造業、サービス業を含む。 

３ 国民の安定的な生活の確保 

・ 自宅等で過ごす国民が、必要最

低限の生活を送るために不可欠な

サービスを提供する関係事業者の

事業継続を要請する。 

1 インフラ運営関係（電力、ガス、石油・石油化学・LP ガス、上工水・下水道、通信・データセンター等） 

2 飲食料品供給関係（農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等） 

3 生活必需物資供給関係（家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等） 

4 食堂、レストラン、喫茶店、宅配・テークアウト、生活必需物資の小売関係（百貨店・スーパー、コンビニ、ドラッグストア等） 

5 家庭用品のメンテナンス関係（配管工・電気技師等） 

6 生活必需サービス（ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等） 

7 ごみ処理関係（廃棄物収集・運搬、処分等） 

8 冠婚葬祭業関係（火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等） 

9 メディア（テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等） 

10 就労者等の子どもを預かる施設(保育所、放課後児童クラブ、預かり保育等を実施している幼稚園など) 

11 個人向けサービス（ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サービス、自家用車等の整備等） 

４ 社会の安定の維持 

・ 社会の安定の維持の観点から、企

業の活動を維持するために不可欠

なサービスを提供する関係事業者

の最低限の事業継続を要請する。 

1 金融サービス（銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他決済サービス等） 

2 物流・運送サービス（鉄道、バス・タクシー・トラック、海運・港湾管理、航空・空港管理、郵便等） 

3 国防に必要な製造業・サービス業の維持（航空機、潜水艦等） 

4 企業活動・治安の維持に必要なサービス（ビルメンテナンス、セキュリティ関係等） 

5 安全安心に必要な社会基盤（河川や道路などの公物管理、公共工事、廃棄物処理、個別法に基づく危険物管理等） 

6 行政サービス等（警察、消防、その他行政サービス） 
 

５ その他 

・ 医療、製造業のうち、設備の特性上、生産停止が困難なもの（高炉や半導体工場など）、医療・支援が必要な人の保護・社会基盤の維持等に不可欠なもの（サプライ

チェーン上の重要物を含む。）を製造しているものについては、感染防止に配慮して、継続する。また、医療、国民生活・国民経済維持の業務を支援する事業者等

にも、事業継続を要請する。 

別  紙 



 

2020 年４ 月 10 日 
愛知県新型コ ロナウイルス感染症対策本部会議 決定 

愛知県新型コ ロナウイ ルス感染症緊急対策（ 概要版）  

  はじ めに  

新型コ ロナウイ ルス感染症について予断を許さ ない状況が続く 中、 愛知県は、 ４ 月 10 日に緊急事態宣言を行っ た。 緊迫の度を増し ている状況下において、 愛知県が講じ てい

く 措置のう ち、「 医療面での対策」、「 県民生活への対策」 及び「 経済対策」 の３ つの視点から 、 当面、 取り 組む施策を緊急対策と し て取り まと めた。 日々変化する状況を的確に

捉えて、 今後も 機動的に必要な対策を追加し 、 果断に実施し ていく 。 こ の感染症を克服し 、 経済の力強い回復を実現し ていく ためには、 日本一の産業県である愛知県が我が国

の成長エンジンと し て大きな役割を果たし ていく 必要があり 、 オール愛知で未曾有の難局を乗り 越えてまいり たい。  

 対策  

 

医療面での対策 

○入院医療体制の強化（ 感染症指定医療機関（ 12 病院 72 床）・ 入院協力医療機関（ 33 病院 89 床） で 45 病院 161 床、 それ以外の病院協力分を含め合計 250 床確保。 感染者

のう ち不顕性の者、 軽快し たが陰性化し ない者、 軽症者で自宅療養相当と さ れる者を対象に一時生活可能な入所施設の開設（ あいち健康の森健康科学総合センタ ー健康

宿泊館 63 室を始め 200 室を確保））  

○外来診療体制の充実（「 帰国者・ 接触者相談センタ ー」 での 24 時間対応受付、 帰国者・ 接触者外来（ 46 医療機関））  

○Ｐ Ｃ Ｒ 検査体制の拡充（ 愛知県衛生研究所に新たな遺伝子解析装置等を配備し 、 検査体制を強化。 公的機関及び民間検査機関の活用促進）  

○医療機関、 社会福祉施設等へのマスク や消毒液、 衛生用品等の提供及び購入の支援 

○体制の整備（「 愛知県新型コ ロナウイ ルス感染症対策本部」（ 本部長： 知事） の設置、 名古屋市と 連携し た「 新型コ ロナウイ ルス感染症ク ラスタ ープロジェ ク ト チーム」

の設置、「 新型コ ロナウイルス感染症対策室」 の設置等）  

○相談窓口の開設や県民への情報提供（ 一般電話相談窓口及び帰国者・ 接触者相談センタ ーの開設、 専用Ｗｅ ｂ サイト やＬ Ｉ Ｎ Ｅ 公式アカウント での情報発信等）   

 

県民生活への対策 

 

○休業・ 失業等による収入減少世帯への支援（ 生活福祉資金貸付事業費補助金の拡充）  

○県営住宅の提供（ 解雇等により 住まいの確保が困難と なっ た方への県営住宅の提供）  

○令和２ 年度分の個人事業税の申告期限の延長 

○消費生活相談の強化（ 県消費生活総合センタ ー、 市町村消費生活相談窓口において消費者ト ラブルを取り まと め、 注意喚起情報の発信）  

○外国人県民に対する情報提供（ Ｗｅ ｂ ページを通じ た外国人県民に「 やさ し い日本語」 や多言語での情報発信等）  

○新型コ ロナウイルスに感染し たなどを理由に有効期限末日までに運転免許を更新できない者に対し 、 有効期限の延長を実施 

○学校の臨時休業等と それに伴う 対策（ 県立学校の臨時休業等、 放課後等デイサービスの支援、 認可保育所等の臨時休園等に係る保育料返還分の補てん、 学校給食休止等に伴い

発生する関係事業者・ 保護者負担の軽減、 子どもの居場所の確保に向けた取組（ 学校の活用）、 児童・ 生徒の家庭でのオンライン学習の支援、 児童・ 生徒の心身の健康のケア） 

 

経済対策 

○中小企業・ 小規模企業やフリ ーラ ンスを含む個人事業主に対する経営・ 労働相談窓口の設置（ 経営相談： 県機関、 県内商工会議所・ 商工会等（ 約 100 か所）、 労働相談：

あいち労働総合支援フ ロア「 労働相談コ ーナー」 等）  

○県融資制度の拡充（「 新型コ ロナウイ ルス感染症対策緊急つなぎ資金」 の創設、「 サポート 資金（ 経営あんし ん）・（ セーフ ティ ネッ ト ）」 の拡充、「 サポート 資金（ 大規模

危機対応）」 の利用開始）  

○金融機関に対する資金繰り 支援の要請 

○企業等に対するテレワーク の導入促進及び時差出勤の呼びかけ（ 県が作成し たテレワーク 導入マニュ アル活用等）  

○農林水産事業者等への支援（ 国の制度融資による運転資金の実質無利子・ 無担保化等、 牛乳・ 乳製品の販路拡大・ 需要促進等への支援、 花きの消費喚起）  

○観光関連事業者等への支援（ Ｗｅ ｂ サイ ト やＳ Ｎ Ｓ を通じ た外国人旅行者等への情報提供、「 愛知県多言語コ ールセンタ ー」 における外国人旅行者の相談対応や県内観光

関連事業者に対する翻訳サービスの提供、 事態の収束を見据えての国内外でのプロモーショ ンや情報発信等の迅速な展開）  

○航空運送事業者等への支援（ 県営名古屋空港を使用する航空運送事業者等に対し 、 着陸料等の支払いを猶予）  

○文化芸術活動の支援（ 県内の文化芸術活動の継続を図るため、 アーティ スト や文化芸術団体等を支援）  

○公共投資の早期執行等（ 2019 年度補正予算や 2020 年度当初予算を早期に執行するなど公共事業を機動的に推進）  
※４ 月７ 日に発表さ れた国の「 新型コ ロナウイルス感染症緊急経済対策」 については、 国の対策の詳細を把握し た上で、 適切に対応 

  県民の皆様へのお願い  

・  手洗いや手指の消毒、 咳エチケッ ト の徹底などの感染症対策や、 集団感染を防ぐ ための「 ３ つの密」 を避けて行動を抑制するこ と による感染拡大の防止 

・  医療従事者への風評被害の防止 
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はじ めに 

 

新型コ ロナウイ ルス感染症について予断を許さ ない状況が続く 中、

愛知県は、 ４ 月 10 日に、 緊急事態宣言を行いまし た。  

緊迫の度を増し ているこ の状況下において、 愛知県が講じ ていく

措置のう ち、「 医療面での対策」、「 県民生活への対策」、「 経済対策」

の視点から 、当面、本県が緊急に取り 組んでいく 施策を「 愛知県新型

コ ロナウイ ルス感染症緊急対策」 と し て取り まと めまし た。  

 さ ら に、こ の感染症の収束後の経済の回復に向けた対策についても 、

４ 月７ 日に発表さ れた国の「 新型コ ロナウイ ルス感染症緊急経済対策」

と 歩調を合わせてし っ かり と 対応し てまいり ます。  

こ れまでも 本県は、医療機関と の連携の下、感染症指定医療機関等

で必要な病床を確保すると と も に、 軽症者等を対象と し た入所施設

を全国に先駆けて開設するなど、 日々変わり ゆく 状況を し っ かり 把

握し 、 迅速な対応を進めてきたと こ ろ であり ます。  

日々変化する 状況を的確に捉えて、 今後も 機動的に必要な対策を

追加し 、 果断に実施し てまいり ます。  

こ の感染症を克服し 、 経済の力強い回復を実現し ていく ためには、

日本一の産業県である愛知県が我が国の成長エンジンと し て、 大き

な役割を 果たし ていかなければなら ないと 考えており ます。 県民の

皆様と と も に、 オール愛知で未曾有の難局を 乗り 越えてまいり たい

と 存じ ますので、引き 続き、ご協力を賜り ますよう 、お願い申し 上げ

ます。  

 

2020 年４ 月 
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対策 

Ⅰ 国の緊急経済対策事項 

４ 月７ 日に発表さ れた国の「 新型コ ロナウイ ルス感染症緊急経済

対策」 のう ち、 一部事業については、 地方負担や地方自治体に一定

の役割が見込まれるこ と から 、国の対策の詳細を把握し た上で、適

切に対応し ます。  

（ 地方負担、 地方自治体に一定の役割が見込まれる主な事項）  

マスク ・ 消毒液等の確保 

検査体制の強化と 感染の早期発見 

医療提供体制の強化 

情報発信の充実 

学校の臨時休業等を円滑に進めるための環境整備 

雇用の維持 

資金繰り 対策 

事業継続に困っ ている中小・ 小規模事業者等への支援 

生活に困っ ている世帯や個人への支援 

税制措置 

観光・ 運輸業、 飲食業、 イ ベント ・ エンタ ーテイ ンメ ント 事業等 

に対する支援 

地域経済の活性化 

リ モート 化等によるデジタ ル・ ト ラ ンスフ ォ ーメ ーショ ンの加速 

など 
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Ⅱ 医療面での対策 

１  入院医療体制の強化（ 保健医療局・ 病院事業庁）  

感染症指定医療機関（ 12 病院 72 床） 及び入院協力医療機関（ 33

病院 89 床） で 45 病院 161 床を確保。 それ以外の病院協力分を含

め、 合計 250 床の病床を確保。  

感染者のう ち不顕性の者、症状は軽快し たが陰性化し ない者、軽

症者で自宅療養相当と さ れる者を対象に、一時生活可能な入所施設

を開設（ あいち健康の森健康科学総合センタ ー健康宿泊館 63 室を

始め 200 室を確保）。  

 

２  外来診療体制の充実（ 保健医療局・ 病院事業庁）  

感染が疑われる患者から の相談を 24 時間対応の帰国者・ 接触者

相談センタ ーで受け付け、 帰国者・ 接触者外来（ 46 医療機関に設

置） へ確実につなぐ 体制を整備。  

 

３  Ｐ Ｃ Ｒ 検査体制の拡充（ 保健医療局）  

愛知県衛生研究所に新たな遺伝子解析装置等を配備し 、検査体制

を強化。今後の検査数の増加に備え、公的機関及び民間検査機関の

活用を促進。  

 

４  医療機関、 社会福祉施設等へのマスク や消毒液などの提供 

（ 関係局）  

県の備蓄品等を活用し て、 医療機関、 社会福祉施設等へ、 マスク

約 14 万枚、 消毒液約 2, 800 リ ッ ト ルなどを提供すると と も に、 衛

生用品等の購入を支援。  

 

５  体制の整備（ 保健医療局）  

○ 愛知県新型コ ロナウイ ルス感染症対策本部（ 本部長： 知事） の

設置（ １ 月 30 日から ）  
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庁内関係局及び関係機関が連携を図り 、 総合的、 横断的に対策

を推進。 ３ 月 27 日に新型イ ンフ ルエンザ等対策特別措置法に基

づく 対策本部と し て改めて第１ 回（ 累計５ 回） を開催。  

 

○ 愛知県新型コ ロ ナウイ ルス感染症対策本部医療専門部会（ 部 

会長： 名古屋医療センタ ー院長） の設置（ ３ 月 18 日から ）  

医学的及び疫学的な見地から 医療体制及び検査体制等につい

て助言。  

 

○ 新型コ ロナウイ ルス感染症調整本部（ 本部長： 保健医療局技監）

の設置（ ３ 月 24 日から ）  

患者数が大幅に増えた時に備えた入院医療提供体制等の整備

や県内の患者受入れについて調整。  

 

○ 新型コ ロナウイ ルス感染症ク ラ スタ ープロ ジェ ク ト チームの

設置（ ３ 月４ 日から ）  

名古屋市と 情報共有を図り 、 連携し てク ラ スタ ーの早期探知及

び対策を推進。  

 

 ○ 新型コ ロナウイ ルス感染症対策室の設置（ ４ 月１ 日から ）  

   医療体制・ 検査体制の充実など、感染拡大防止に迅速かつ適切

に対処するための体制を強化。     

 

６  相談窓口の開設や県民への情報提供 

（ １ ） 一般電話相談窓口及び帰国者・ 接触者相談センタ ーの開設 

（ 保健医療局）  

一般電話相談窓口及び帰国者・ 接触者相談センタ ーを開設し 、

県民から の相談に対応。 また、「 愛知県新型コ ロナウイ ルス感染

症対策サイ ト 」 を開設し 、 県民への予防啓発、 感染者数や検査件
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数などの情報発信を毎日実施。  

＜相談窓口＞ 

・ 一般電話相談窓口 

《 愛知県》 新型コ ロナウイ ルス感染症対策室及び 12 保健所 

《 名古屋市》 16 区保健センタ ー 

《 豊橋市・ 岡崎市・ 豊田市》 各市保健所 

    ・ メ ンタ ルヘルス相談（ 一般県民・ 医療従事者向け）  

     《 愛知県精神保健福祉センタ ー》  

・ 帰国者・ 接触者相談センタ ー  

《 愛知県》 12 保健所  

《 名古屋市》 16 区保健センタ ー  

《 豊橋市・ 岡崎市・ 豊田市》 各市保健所 

 

（ ２ ） Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ を活用し た情報発信（ ３ 月 17 日から ）（ 総務局）  

Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ 公式アカ ウント 「 愛知県‐ 新型コ ロナ対策パーソ ナ

ルサポート 」 を開設し て、 個人の状態に合わせた情報や、 新型コ

ロナウイ ルス対策に関するＱ ＆Ａ を提供。  

 

 

Ⅲ 県民生活への対策 

１  休業・ 失業等による収入減少世帯への支援（ 福祉局）  

生活福祉資金貸付制度に特例を設け、 新型コ ロナウイ ルス感染

症の影響による休業や失業により 、収入が減少し た世帯に対し て、

生活費用を支援。  

 

２  県営住宅の提供（ 建築局）  

  新型コ ロナウイ ルス感染症の感染拡大の影響による解雇等によ

り 、 住まいの確保が困難と なっ た方に対し て、 県営住宅を提供。  
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３  個人事業税の申告期限の延長（ 総務局）  

新型コ ロナウイ ルス感染症の感染拡大防止の観点から 、国税にお

いて、 申告所得税（ 及び復興特別所得税）、 贈与税及び個人事業者

の消費税（ 及び地方消費税） の申告期限・ 納付期限が延長さ れたこ

と に伴い、本県においても 、令和２ 年度分の個人事業税の申告期限

を延長。  

 

４  消費生活相談の強化（ 県民文化局）  

県消費生活総合セン タ ー及び市町村消費生活相談窓口に寄せら

れた相談情報をも と に、新型コ ロナウイ ルス感染症に関連し た消費

者ト ラ ブルを取り まと め、 注意喚起情報を発信。  

 

５  外国人県民に対する情報提供（ 県民文化局）  

県の多文化共生Ｗｅ ｂ ページ「 あいち多文化共生ネッ ト 」 などに

より 、 感染予防などの外国人県民にと っ て重要な情報を、「 やさ し

い日本語」 のほか、 多言語で発信。  

公益財団法人愛知県国際交流協会が外国人県民から の相談など

に対応。  

 

６  運転免許の有効期限の延長措置（ 警察本部）  

有効期間の末日までに申し 出があれば、 運転免許が引き 続き 有

効なも のと なるよう 、運転免許試験場、東三河運転免許センタ ー、

警察署（ 中部空港署を除く ） 及び免許更新を 実施し ている幹部交

番において運転免許証の裏面備考欄へ更新可能期間等を 記載する

こ と で延長が可能。  

 ＜対 象 者＞ 

・  新型コ ロナウイ ルスに感染し た者 

・  新型コ ロナウイ ルスに感染するおそれがあるこ と を理由に

運転免許の更新ができ なかっ た者で運転免許証に記載さ れた



7 

 

有効期間の末日が 2020 年３ 月 13 日から ７ 月 31 日までの者 

＜延長期間＞ 

有効期間の末日から ３ 月を経過する日までの間 

※ 当該措置について、 ４ 月７ 日から 郵送による申請も 受付 

 

７  学校の臨時休業等と それに伴う 対策 

（ １ ） 県立学校の臨時休業等（ 県民文化局・ 教育委員会）  

県内の感染状況を踏まえ、必要性を見極めながら 、県立学校の

臨時休業を 実施すると と も に、 市町村立小中学校及び私立小中

高等学校等にも 同様の対応と するよう 要請。  

 

（ ２ ） 放課後等デイ サービスの支援（ 福祉局）  

   特別支援学校等の臨時休業に伴い、 放課後等デイ サービスの利

用が増加し た児童について、 保護者と 市町村の負担増分を助成。  

 

（ ３ ） 認可保育所等の臨時休園等に係る保育料返還分の補てん 

（ 福祉局）  

認可保育所等に対し 、 感染拡大抑制のための臨時休園等で登園

し ない期間に係る保育料返還分を補てん。  

 

（ ４ ） 学校給食休止等に伴い発生する関係事業者・ 保護者の負担の軽減

（ 教育委員会）  

学校給食の休止によ る 給食業者の売上減少に対する 補てんな

ど、 学校給食関連事業者への総合的な支援について、 国に要請す

ると と も に、 臨時休業期間中の県立学校の学校給食費について、

保護者の負担と なら ないよう 返還。  
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（ ５ ） 子ども の居場所の確保に向けた取組（ 学校の活用）  

（ 教育委員会）  

・  小学生を持つ共働きや一人親の家庭などにおいては、子供の

預け先が確保でき ないと いう 状況が生じ るこ と から 、 臨時休

業期間中に、児童の安全確保と 保護者の負担軽減のため、小学

校を開放し 、「 自主登校教室」 を小学校内に設け、 万全の感染

防止措置を施し た上で、 児童の居場所を確保。  

・  県立特別支援学校については、 幼児・ 児童・ 生徒の居場所確

保や保護者の負担軽減を 図るため、 希望者に対し て臨時休業

中の「 自主登校教室」 を開設し 、感染拡大防止に配慮し た上で、

通常の授業時間の範囲内で実施。また、スク ールバスの運行及

び医療的ケアの実施、 給食を提供。  

 

（ ６ ） 児童・ 生徒の家庭でのオンラ イ ン学習の支援（ 教育委員会）  

当面の対応と し て、 一斉メ ール配信サービス、 学校のＷｅ ｂ

ページ、 文部科学省「 子供の学び応援コ ンテンツリ ンク 集」 等

を活用し た自宅学習の方法を県立学校、 市町村教育委員会に周

知。 県立学校における民間の教育ク ラ ウド サービスを活用し た

家庭学習の方法を検討。  

 

（ ７ ） 児童・ 生徒の心身の健康のケア（ 教育委員会）  

児童・ 生徒の心身の健康観察を実施し 、 早期発見・ 早期対応を

図る中で、 児童・ 生徒の心身の不調に気づいた場合、 スク ールカ

ウンセラ ー・ スク ールソ ーシャ ルワーカ ー等の専門スタ ッ フ や、

地域の専門機関等と 連携を と り ながら 、 学校において児童生徒

の安全と 安心を取り 戻すための支援を実施。  

また、 相談機関と し て、「 より そいチャ ッ ト 」 や「 チャ イ ルド

ラ イ ン」、「 子ども Ｓ Ｏ Ｓ ほっ と ラ イ ン２ ４ 」、「 愛知県精神保健福

祉センタ ー」 をリ ーフ レッ ト 等で紹介。  
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さ ら に、 総合教育センタ ーでは、 児童・ 生徒や保護者を対象と

し た教育相談事業を実施。  

 

 

Ⅳ 経済対策 

１  経営・ 労働相談対応（ 経済産業局・ 労働局）  

  県機関、県内商工会議所・ 商工会等、約 100 か所に設置する相談

窓口で、中小企業・ 小規模企業や事業基盤の弱いフ リ ーラ ンスを含

む個人事業主に対し て、資金繰り 、経営等に関する相談対応・ 情報

提供を実施。  

また、 労働局労働福祉課（ あいち労働総合支援フ ロア「 労働相談

コ ーナー」） や県民事務所等産業労働課において、 労働関係法令や

国の雇用調整助成金等の周知及び労働に関する相談対応を実施。  

 

２  中小企業の資金繰り 対策 

（ １ ） 県融資制度の拡充（ 経済産業局）  

○ 「 新型コ ロナウイ ルス感染症対策緊急つなぎ資金」 の創設 

（ ３ 月９ 日から ）  

東日本大震災対応の際の「 ガンバロー資金」 と 同等の融資

制度を新設。  

・  県が契約時の信用保証料を全額負担（ 年 0. 38%～年 1. 74%） 

・  原則、 無担保 

・  信用保証協会に対する損失を県が全額補償 

・  融資枠 2, 000 億円 

 

○ 「 サポート 資金（ セーフ ティ ネッ ト ）」の拡充（ ３ 月２ 日から ）  

・  セーフ ティ ネッ ト 保証４ 号の発動 

国が本県を含む 47 都道府県を突発的災害（ 自然災害等。

今回は新型コ ロナウイ ルス感染症がこ れに当たる。） の影響
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を受けた地域と し て指定。  

・  セーフ ティ ネッ ト 保証５ 号の業種指定 

新型コ ロナウイ ルス感染症の影響を 受けている業種と し

て、 2020 年度第１ 四半期においては 587 業種を指定（ ３ 月

６ 日以降、 宿泊業、 飲食業、 乳製品製造業、 理容・ 美容業、

飲食料品小売業、 老人福祉・ 介護事業等を順次追加）。  

 

○ 「 サポート 資金（ 大規模危機対応）」 の利用開始（ ３ 月13 日から）  

国の保証制度である危機関連保証に対応。 大規模な経済危

機、 災害等による信用収縮への対応と し て実施さ れる危機関

連保証の認定を受けた中小企業者が対象。  

 

○ 「 サポート 資金（ 経営あんし ん）」 の拡充（ ２ 月 18 日から ）  

売上高について、１ か月間の減少実績、かつ、その後２ か月

間の減少見込みがあれば制度の利用が可能と なるよう 、 融資

条件を緩和。  

 

（ ２ ） 金融機関への要請（ 経済産業局）  

・  県融資制度取扱金融機関等に対し 、 直接的又は間接的に影響

を受ける中小企業の実情に応じ て、 貸付条件の変更等のニーズ

に弾力的かつ機動的に対応するよう 要請。  

・  地域の金融機関の代表者等に対し 、 国や県の融資制度の積極

的な活用による中小企業支援について協力を要請。  

 

３  企業等に対するテレワーク の導入促進及び時差出勤の呼びかけ 

（ 福祉局・ 労働局）  

・  「 愛知県新型コ ロナウイ ルス感染症対策サイ ト 」 で、県内企業

向けに、愛知県が作成し た「 はじ めてのテレワーク（ テレワーク

導入マニュ アル）」 の紹介などによるテレワーク 活用の検討や、
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時差出勤導入の検討を呼びかけ。  

・  「 あいち産業労働ニュ ースメ ルマガ」 等でテレ ワーク 活用や

時差出勤導入の検討を呼びかけ。  

・  障害福祉サービス事業所（ 就労移行支援、就労継続支援） に対

し 、 テレワーク システムの導入を支援。  

 

４  農林水産事業者等への支援（ 農業水産局・ 農林基盤局）  

○ 農林水産物全般 

国制度融資による運転資金の実質無利子・ 無担保化等（ ３ 月 10

日から ）。  

 

○ 牛乳・ 乳製品 

・  飲用乳と の価格差や加工施設への輸送費の支援、 販路拡大に 

係る経費や廃棄処分費の支援（ 価格差は３ 月分対象、 その他は

２ 月 27 日から ３ 月 31 日まで対象）。  

・  愛知県学校給食牛乳協会と 連携し て、 酪農・ 牛乳応援イ ベン

ト 「 モ～ッ と 牛乳飲モ～」 キャ ンペーンを実施（ ３ 月 31 日） 。  

 

○ 花き 

 消費喚起の一環と し てフ ラ ワーウォ ーク を実施。  

 

５  観光関連事業者等への支援（ 観光コ ンベンショ ン局）  

（ １ ） 外国人旅行者等への情報提供・ 相談対応 

・  愛知県公式観光Ｗｅ ｂ サイ ト 「 Ai chi  Now」 に、 予防や発熱時

の対応等の情報を多言語（ 英語、中国語、韓国語、タ イ語）で掲載。  

・  新型コ ロ ナウイ ルス の影響によ る 観光施設の休館情報やイ  

ベント 等中止のお知ら せをＷｅ ｂ サイ ト 及びＳ Ｎ Ｓ で発信。  
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・  「 愛知県多言語コ ールセンタ ー」 において外国人旅行者等から

の問合せに対応し 、県内で外国語対応可能な医療機関などの情報

を提供。また、愛知県内の観光関係事業者に対し ても 翻訳サービ

スを提供。  

 

（ ２ ） 県内観光の需要拡大に向けた取組 

国内外から の観光集客の回復のため、事態の収束を見据えて、

国内外でのプロモーショ ンや情報発信等を迅速に展開。  

 

６   航空運送事業者等への支援（ 建設局）  

    県営名古屋空港を使用する航空運送事業者等に対し 、着陸料、停

留料、業務用施設使用料などの支払いを猶予（ 令和２ 年４ 月分～７

月分を６ か月間）。  

 

７  文化芸術活動の支援（ 県民文化局）  

  県内の文化芸術活動の継続を図るため、 アーティ スト や文化芸

術団体等を支援。  

 

８  公共投資の早期執行等（ 関係局等）  

地域経済を活性化し 景気を下支えするため、 生産性向上や防災・

減災対策などの国土強靱化等につながるインフラ整備に係る 2019 年

度補正予算や 2020 年度当初予算を早期に執行するなど公共事業を機

動的に推進。  
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県民の皆様へのお願い 

＜感染拡大防止について＞ 

 感染拡大防止の取組については、 こ れまでも 様々な機会を通じ て、

「 ３ つの密」 を避けるための行動の抑制など、皆様に申し 上げてきた

と こ ろであり ます。皆様には愛知県の取組へのご協力をいただき 、深

く 感謝申し 上げます。  

引き続き、県民の皆様の命と 健康を守るために、国や市町村、医療

機関と 一体と なっ て、医療体制を確保し 、検査をし っ かり 行い、感染

拡大を防ぎ、 新型コ ロナウイ ルス感染症を県民の皆様と 共に克服し

ていきたいと 思います。  

県民の皆様には、 感染症対策と し て、 次の取組をお願いし ます。  

  感染源を絶つこ と  

発熱等の風邪の症状がみら れる場合、 自宅休養を徹底 

  感染経路を絶つこ と  

手洗いや手指の消毒、 咳エチケッ ト の徹底 

  抵抗力を高めるこ と  

免疫力を高めるため、 十分な睡眠、 適度な運動やバラ ンスのと

れた食事 

次に、 集団感染を防ぐ ため、「 ３ つの密」 を避けて行動を抑制し て

く ださ い。  

  換気の悪い密閉空間 

  多数が集まる密集場所 

  間近で会話や発声をする密接場面 

是非と も 、「 ３ つの密」 を避けて行動を抑制し てく ださ い。   
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＜医療従事者への風評被害について＞ 

 新型コ ロナウイ ルス感染症患者の治療に当たる医療機関、 医師や

看護師等の皆様が偏見や風評被害に苦し んでいます。  

 新型コ ロナウイ ルス感染症患者を 受け入れた病院等で従事さ れる

方のお子さ んが保育園から 登園を拒否さ れたり 、 職員の家族が職場

への出勤を拒まれるなど、 いわれのない差別や偏見を受けています。 

 医療従事者と その家族に対する偏見や差別につながるよう な行為

は、断じ て許さ れません。誰も が感染者、濃厚接触者になり う る状況

であるこ と を受け止めてく ださ い。  

 医療崩壊を 起こ さ ないためにも 、 感染症対策に取り 組む医療従事

者が差別等をさ れるこ と のないよう 、 県民の皆様におかれまし ては、

引き続きご理解と ご協力をいただきますよう お願いし ます。  

 また、報道関係者におかれまし ては、個人情報保護と 公衆衛生対策

の観点から 特段の配慮をお願いし ます。  
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